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   雑  感（ 学部長挨拶にかえて）　　　　
　　　　　　　        法学部長 上田 寛

　大河教授の後を受けて、４月より法学部長
を務めることとなりました。自分自身の非力
の程は十分に自覚しており、前方に待ち構え
る諸課題の重さにともすれば押しつぶされそ
うな圧迫感を覚えますが、副学部長、学生主
事、企画委員長をはじめ、多数の先生方のお
力も借りつつ、持てる力の限りを尽くして職
責を果たしたいと決意しています。
　そのような目前の緊張を忘れることは困難
ですが、ご挨拶の機会を与えられたことを幸
いとして、ここでは、大学と法学部について
最近考えていることをいささかとりとめなく
述べさせていただくことといたします。
  その一つは、大学は特別な場所なのだとい
うことです。４月当初の法学部懇親会の席上
でも述べたことですが、「この地上において
大学ほど美しいものはない」というイギリス
の詩人（John E. Masefield, 1878-1967）の
言葉も、それを引用して世界に広く知らしめ
たケネディ大統領のアメリカン大学卒業式の
演説も、われわれ大学人にとっては格別の深
い印象を与えるものです。彼（ら）が指摘す
るとおり、大学とは「無知を憎む人間が知識
を得るために努力し、真実を見たものがそれ
を他に知らしめようと努力する場所」である
ということ、それだからこそ無比の美しさを
具えているのだということ、このことこそが
大学の原点だと思うのです。たしかに、現実
の大学には、勉強もせずにゲームセンターと
携帯電話に入れ揚げる学生や、研究そこのけ
にビジネスや行政に忙しい教員、思うように
動いてくれない事務職員、そして無能な学部
執行部はじめ山のような行政機構や何やらが
あり、時に教員としての自身の存在と仕事と
に限界を感じたり、疑問をおぼえることもあ
ります。しかしそれでも、学び、教えるとい
う共同作業のすばらしさという原点に立ち戻
るときには、大学というのも捨てたものでは
なく、そこで働く機会を与えられた我われは

幸運であると思います。
　今は季節の上でも最も美しい時期です。山
は新緑に木々は花咲き、キャンパスを渡る風
さえ薫るかのようです。しかし、たとえ枯れ
た芝に雪がこびりつく冬にさえ、大学は美し
い場所なのだ──現実にはどうであれ、そう
であるべきなのだ、と我われは学生たちに語
りかけるべきなのでしょう。ここは、若い多
くの個性が真理を求めて集い、学び、理想を
語り、情熱と努力とで何ごとかを実現しよう
としている場であり、諸君を迎えてさらに輝
こうとしているのだ、と。我われ教職員のす
べての努力は、まさにそれを実現させること
に向けられているのだ、と。
　もう一つは、大学の歴史と現在ということ
です。すでに一昨年、立命館大学法学部は創
立百周年を迎えました。立命館と法学部との
現在の地位の多くは、まさにこの百年の伝統
に依存するものといってよいでしょう。しか
し、この百年は──日本全体にとってもそう
であったと同じに──決して平坦な道程で
あったわけではなく、多くの困難な局面を経
てきています。それを振り返るとき思うの
は、それぞれの局面においてなされた一つ一
つの政策判断の持つ意味です。あたう限り多
くの情報に基づき、将来に向けた予測に沿っ
てなされたそれらではあっても、そのそれぞ
れの当事者にとっては生身を削るかのよう
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な、時には神にもすがるような、決断であっ
ただろうと思います。今日の大学はその上に
あるわけですから、それらの政策判断は全体
として妥当であったということになるのかも
知れません。しかし、過去になされた決断の
すべてが正しかったわけではないであろう
し、短期間のうちに放棄された政策もあった
ことは当然です。ここ20数年の大学の発展に
かかわってであれば、その時々になされた政
策判断のすべてがそのままに最後まで貫徹さ
れたわけではないことを、われわれも直接に
知っていることです。一般的な社会情勢も、
大学をめぐる問題状況も、誰しも予測しな
かった方向や速度で変化することが珍しくな
い以上、必要な方針変更は当然であろうし、
それに後れをとることこそがむしろ犯罪で
しょうから、そのような対応を批判すること
は誰にもできません。ただ、そのこととの関
連で思うのは、民主的な討議による合意形成
の難しさ、決断者の勇気と批判者の責任など
といったことです。静かに胸に手を当てて考
えてみるとき、たとえ会議の末席にしか連座
しなかったとはいえ、私自身が誤った決定に
関わったこともあったし、大学の発展を基礎
付けた政策に反対意見を述べ執行部を批判し
たこともあったことは事実です。自らの不明
を恥じるばかりですが、それだけでは十分で
ないようにも思われるのです。つまり、一定
の政策方針の採用に関わっては、反対する
人々との意見交換の中で情勢判断と将来予測
とを補強することが求められるとともに、事
後の検証の際には、政策決定それ自体の当否
についてだけでなく、かつての反対者の誤り
とそのよって来た原因とについても、明確に
し、確認しあうことが求められるだろうとい
うことです。民主主義を実質化する意思決定
の制度とともに、また個々の判断者の対応に
ついての、事後の検証と「批判者の還流」と
でも呼ぶべきシステムがわれわれには十分で
ないように思われてなりません。

　第二世紀を迎えた立命館大学法学部は、ご
承知のとおり、平穏とはおよそ縁遠い激動の
中に模索を余儀なくされています。一人わが
大学わが学部だけでなく、日本全国の大学法
学部が、この間、司法改革とロースクール問
題をめぐる急激な変動の最中に投げ入れられ
ています。今さら言うまでもなく、一方で
は、政治・行政改革や「規制緩和」政策が進
むことによって、わが国は「自立した主体」
からなる成熟した社会へと変質すると説か
れ、その他方で、急激な国際化やボーダレス
化にともない日本の国家・社会・企業・市民
等の様々な活動は、地域や国家の枠を越える
ものとなってきています。これらの変動は─
─究極的には──日本社会における「法的需
要」を急速に増大させることになる、と一致
して予想されており、それに応えることが全
ての大学法学部に求められているわけです。
さしあたって先行している法曹養成制度の改
革に向けては、私どももすでに、日本型ロー
スクールである法科大学院について具体的な
設置構想を公表しており、その具体化に向け
て、また法学部教学全体の改編と既設の大学
院法学研究科の再編に向けて、大掛かりな作
業を進めています。できるなら、そのような
力仕事に早くけりをつけて、自身の本来の研
究テーマに戻りたいという欲求を、教員であ
れば誰しも思わないではないでしょう。老練
若手を問わず法学部の教員各位が、いわばそ
の本能的な欲求を押し殺して、この取り組み
に投じておられるエネルギーの大きさに、改
めて尊敬と感謝の意を表明させていただきた
いと思います。と同時に、私自身は、広範な
情報の収集と検討の枠組みの拡大に努め、そ
の時々の可能な限り誤りのない判断を主導す
ることによって、その職責を誠実に果たした
いと決意しています。各位のご協力をお願い
する次第です。
　　　　　　　　（うえだ・かん　刑事法）
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「ＷＴＯ規則と中国法制検討会」
                       に参加して

樋爪  誠

１．突然の中国訪問１．突然の中国訪問１．突然の中国訪問１．突然の中国訪問１．突然の中国訪問     　　　　　
  昨年の１０月の良く晴れた日、いつものよ
うに法学部事務室と研究室を行き来しながら
ゼミの準備等に追われていたところ、当時学
部長だった大河純夫教授に呼び止められた。
漢字だらけの見慣れぬファクスに目をやりな
がら、大河教授は唐突に、「中国に行ってく
れないか」と私に言った。中国の「社会科学
院・法学研究所」（以下、本稿では社会科学
院とのみいう）主催のＷＴＯに関するシンポ
ジウムがあるという。本来、適任なのは経済
法・国際経済法担当の宮井雅明助教授である
が、外国留学中であったので私に大役がめ
ぐってきたようであった。社会科学院と立命
館が長年築き上げてきた共同研究の実績は広
く知られるところであり、その輪の中に入れ
るのかとにわかに興奮した。また、国際取引
法を主たる研究領域としてきた者にとって、
「中国」と「ＷＴＯ」という二つの大きな
テーマを考える機会を得ることはこの上ない
チャンスであった。日ごろ学生に「経験が大
事」といっていることもあり、中国に行った
ことがない、中国語が話せない、一人で行か
なければならないといった不安材料はひとま
ず無視して、参加の効果意思を明確に表示し
た。
２．報告テーマ２．報告テーマ２．報告テーマ２．報告テーマ２．報告テーマ
 　話しを受けた直後から、さっそく自分の報
告テーマを検討した。シンポジウムの趣旨に
あいかつ時機に便した内容はなにか。そのこ
ろの中国は、１９８６年にＧＡＴＴ加盟申請
して以来、ついにＷＴＯへの加盟が承認され
る日を迎えるところであった（１１月１０日
加盟承認、１２月１１日加盟発効）。本シン
ポジウムがそれに対応していることは言うま
でもない。農産物三品目（ネギ、シイタケ、
俵表）に関する日本の対中暫定セーフガード
発動等、考えるべき問題は多数あったが、今

回は知的財産の並行輸入の問題を選択した。そ
れにはいくつかの理由があった。
 　第一に、グローバル市場における知的財産の
あり方は、今後、大きな問題となると考えたか
らである。従来、知的財産は国単位で保護さ
れ、各国の技術水準や識別ルールを向上させ、
産業の発展をもたらせた。世界のいたるところ
で国家間の経済協力や地域統合が模索されるな
か、知的財産をどういう単位でどの程度保護す
るのかは、再度検討される必要がある。並行輸
入は、国境を越える知的財産の問題である点
で、その試金石となり得る。
　第二に、この点を考えるに当たり、ＥＵに注
目すべき動静が近時見られたことがある。ＥＵ
は欧州域内を一つの単位として捉える一方、域
外からの並行輸入は禁じる方向性を明確に打ち
出した。地域統合における並行輸入への処し方
の一つを世界に示したともいえる。この欧州の
姿勢を他の地域はいかに評価するのか。アジア
においても早急に議論し意見を交換する必要は
あると感じた。
　第三に、知的財産に対する（東）アジアの観
点からの評価を示すべきではないかと考えたか
らである。そもそも無形の知的創作に対し財産
的価値を付与する知的財産という制度につい
て、文化圏の違う東アジアと欧米とではその評
価も自ずと違うはずである。しかし、いかんせ
ん今までは欧米主導で議論は進められ、（東）
アジア独自の議論はなかったように思われる。
ありていに言えば、ＷＴＯによって価値観まで
世界水準化することは面白くない。知的財産を
手がかりに、そのあたりのことも考えられるの
ではないかと思った。
３．いざ、北京へ３．いざ、北京へ３．いざ、北京へ３．いざ、北京へ３．いざ、北京へ 　
  以上のように、いろいろな思いが頭をめぐら
せたのであるが、いかんせん筆が進まず、どた
ばたと報告原稿をまとめて、１１月２６日に北
京へと旅立った。例の９・１１同時多発テロの



立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレターNo.29(2002.6)No.29(2002.6)No.29(2002.6)No.29(2002.6)No.29(2002.6)
55555 Ritsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan University

　　　　　

　

　

影響か、私が今まで乗った国際線の中では信
じられないくらい乗客率は低かった。ある意
味、テロの本当の恐ろしさを見たような気も
した。空港には、社会科学院の呂艶濱（L v
Yan Bin）さんが迎えに来てくれた。２０代半
ばの日本語の堪能な青年で、結局、日本への
帰路へつくまで、全面的にお世話になった。
自分も大学院生のころ同じような仕事をした
ことを懐かしく思いながらも、彼ほどにはで
きなかったと思うほど、よくしてくださっ
た。その日から三日間、シンポジウムの会場
でもあり北京では有名なホテルである友誼賓
館に滞在した。
　翌２７日から、二日間にわたり、シンポジ
ウムが開催された。もちろん初対面の人ばか
りであったので、緊張感は増すばかりであっ
たが、日本でも著名な王家福先生にねぎらい
の言葉をかけていただき、少し落ち着いたと
ころでシンポジウムは始まった。その概要は
以下のとおりである。
  １１月２７日（火曜日） 開会式 　　　　
第１テーマ第１テーマ第１テーマ第１テーマ第１テーマ：ＷＴＯ規則の中国法制に対する
影響（４名報告） 第２テーマ第２テーマ第２テーマ第２テーマ第２テーマ：ＷＴＯ加入
後の中国経済法の完全性（８名報告）
  １１月２８日（水曜日）
第３テーマ第３テーマ第３テーマ第３テーマ第３テーマ：ＷＴＯ規則と中国知的財産権法
律制度（２名報告） 第４テーマ第４テーマ第４テーマ第４テーマ第４テーマ；ＷＴＯ加
入後の産業政策の選択と立法政策(３名報告)
第５テーマ第５テーマ第５テーマ第５テーマ第５テーマ；ＷＴＯ紛争解決の構造問題（４
名報告） 第６テーマ第６テーマ第６テーマ第６テーマ第６テーマ：ＷＴＯ規則の司法実
施構造（３名報告）
　全報告者のうち、オーストラリアとアメリ
カの研究者が１名ずつ、アメリカの駐中実務
家１名と私の４名以外が中国の研究者という

構成であった。私は第３テーマの最初の報告
者として参加した。
４．いつの日か・・・４．いつの日か・・・４．いつの日か・・・４．いつの日か・・・４．いつの日か・・・
　英語と中国語が飛び交う会場は、フロアか
らの発言も多く、活気に満ちていた。その熱
気は懇親会にも引き継がれ、終日充実した
日々を送ることができた。全体としては、Ｗ
ＴＯの規則を中国全体に周知する枠組みをい
かにつくるのか、ＷＴＯの紛争処理制度を中
国がいかに受け入れるのかといった点を主軸
として、国際法、国内法の様々な観点から論
争が展開された。さて、私の提案はという
と、少なからず関心は持っていただけたと思
うが、上記構成からも分かるとおり、やや各
論的な問題となったかもしれない。それで
も、参加者からは多様な意見をもらい、逆に
私のほうが刺激を受けた場面も多かった。こ
れらの点については、近々しっかり整理し
て、日本でも報告したいと考えている。
 ただ、正直言えばもう少ししっかり準備し
て、多くの方と意見交換がしたかった。逆に
それができればこんなにすばらしい場はない
と実感した。いつの日か、自分の研究を更に
高めて、こういった場にまた参加したいと思
う。また、参加しなければ、日本での研究は
研究のグローバリゼーションの波に飲まれて
しまうのではないかとも感じた。
　最後になったが、社会科学院の方々には大
変お世話になった。とりわけ、事前の連絡で
お世話になった劉俊海（Liu Junnai）さんと
先にあげた呂艶濱さんには心から感謝の意を
表したい。 　
　　　　　　（ひづめ・まこと　国際私法）
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「新しい戦争」と国際法
           －土曜講座講師を経験して

 德川 信治

　2002年2月期の立命館土曜講座は、「国際社
会における紛争と秩序形成」という特集を組
んだ。その一つとして、私は、「『新しい戦
争』と国際法」という題で講演をすることと
なった。 私自身、この土曜講座を担当するの
は2度目であるが、いつもの大学の講義とは異
なる雰囲気に緊張する。 講演内容は、2001年
9月11日にアメリカでおきた同時多発テロを契
機とした一連のアメリカの行動を国際法の観
点からいかに考えるかということであった。
まず、9月11日事件が発生した直後より、アメ
リカによる「報復」という言葉が新聞紙上で
にぎわしていた。しかし、私には、それに違
和感を覚えた。それが法的な概念ではなく社
会的・政治的な用語であることであったとし
ても、なぜ「しかえし」を意味する「報復」
を簡単に使えるのであろうか。実際にはブッ
シュ米大統領が使用したものであり、それを
引用したものに過ぎないのであろうが、それ
が批判なく新聞紙上で受け入れられる状況
は、国際社会では、自らの権利に対する侵害
に対しては武力による攻撃がいとも簡単に受
け入れられるものであるという風潮を作り出
すものではないのかと考えられよう。「正
義」の名の下に行われたこの武力攻撃によっ
て、それに伴う大量の死傷者・重大な人権侵
害の発生の存在が忘れ去られてしまう、この
危険性がないのだろうか。 実際、米国は、政
治的には「報復」という言葉で、市民・国際
社会の世論の支持を取り付けたが、法的場面
においては、米国はこの用語を使用せず、
「自衛権」の主張を行い、一連の行動に出
た。しかし、「報復」は「しかえし」である
が、「自衛権」はいわゆる「正当防衛」であ
る。これらはまったく異なるのである。 それ
では、自衛権はいかなる場合に行使すること
ができるのであろうか。現在においては、国

際連合（以下、国連）という国際機構による
集団安全保障体制という安全の担保措置があ
り、その措置が講じられるまでというのが、
国連憲章51条の規定である。さらに、自衛権
を行使できる対象は、一般に「国家」に限定
されると考えられてきた。したがって、今回
のような私人の集団であるテロ集団に対する
自衛権の行使は、国連憲章成立当初は予想し
ていなかったものであるといえよう。 とすれ
ば、国連憲章の予定していなかった「すき
ま」にいかに対処するかが問題となる。個別
国家の判断による「自衛権」の行使なのか、
あるいは国連という「担保措置」による行動
なのか。それとも双方とも許されるのか。 今
回の事態には、国連安保理による「平和に対
する脅威」認定があったとはいえ、個別国家
（米英）の判断に基づく武力行使であった。
「すきま」を埋める作業が、このように個別
国家によるものであるとすれば、濫用の危険
性は発生しないのであろうか。突き詰めれ
ば、自衛権から、いわゆる自己保存権への拡
張を伴って、現在の国際社会で強行規範とい
われる「戦争の違法化」「武力行使禁止原
則」がなし崩しになってしまうのではないか
という危険性を孕んではいないであろうか。
国連の中で、国際社会の平和や安全に主要な
役割を果たすことが期待され、安全の担保措
置の中核に位置し、他の国にはない特権を得
ている米英が、その役割との関係で、本当に
今回の行動に出たことが許されるのか問題と
なろう。 私人の集団に対する自衛権の行使
は、国際法が国家間を規律し、私人と国家の
関係や私人間の問題を国内法処理に委ねてき
た法である以上、特別にこの問題を規律する
法規がない場合には、正当化根拠に乏しい。
さらに、とりわけ事件発生後1ヶ月を過ぎてか
らの自衛権行使は、その正当化は困難であ
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る。なぜなら、「正当防衛」行動が、侵害行動
が終了したあるいは現在行われていない場合に
は、許されないのと同じ理由である。 たとえテ
ロ集団に対する自衛権の行使が認められたとし
ても、今回の事件に直接関与していたわけでは
ないアフガニスタン国家やタリバン政権をも対
象とした武力攻撃までも、「自衛権」の主張で
正当化することは、かなり無理があるといわざ
るを得ない。アフガニスタン北方に広がる中央
アジアに豊富な石油及び天然ガス資源が存在
し、その開発と輸送手段（パイプライン敷設）
をめぐる議論が、中東問題ともあわせて、数年
前より新聞報道があることを鑑みれば、古来よ
り交通の要衝であるとされたアフガニスタンに
対する利権がらみでの行動であるとも推測され
る。もしそうであるならば、国際社会の平和と
安全のための行動とはいうことはできないので
あり、また米英はみずからに課せられた責任の
放棄ということになる。 国際社会が、平和で安
全は社会として組織化されることを願って国連
が創設された。さらに、現代の国際法は、武力
行使禁止原則の中にあり、その中核に国連が位
置づけられる。そうした流れが現代の国際法の
中にある。とすれば今回の米国の行動（英国も
含む）は、時代の逆行する行動のように思われ
る。 講演の最後に、この事件を契機としてこれ
からの日本の国際社会における立場を考える材
料として、海外のマスメディアの反応を述べ
た。というのも、2001年9月11日当時、私はた
またまフランスに滞在していたからであった。
事件当日そして翌日のフランスのテレビは、私
のとっては異様であった。とにかく、キャス
ターが事件概要を行うたびに、「ジャポン」

（フランス語で日本の意）またはその形容詞
形が多用されていたからである。ホテルの一
室で他の用事をしながら音声を耳にしていた
ので、日本でも何かおきたのかと思ったくら
いである。その実は、事件の概要が、日本が
第２次世界大戦中に行ってきた行動と比較さ
れていたからであった。つまり、今回の事件
の映像と「パールハーバー」（真珠湾攻撃）
や「カミカゼ」（特攻隊）の映像とダブら
せ、同じような状況が今回も生じたこと、そ
してこれが東洋の考え方であることが強調さ
れていたのであった。事件翌日ぐらいになれ
ば、犯人らは日本製のゲームソフトによって
犯行のシミュレーションを行っていたことま
でが報道され、この事件でかなり日本が登場
することとなった。帰国後にも、アメリカで
も「パールハーバー」や「カミカゼ」が報道
されるとともに、救出作業の映像と「硫黄島
占領」の写真がダブらせて報道されているこ
とも知り、現代国際社会において日本は、い
まだこうした視点で位置づけられていること
をまざまざと見せ付けられたようでもある。
こうした私の経験を踏まえた情報を最後に伝
えて、それらを私たちがどう受け止めるべき
が考える必要があるということを述べて終
わった。 質疑でも、法的な問題を含めてさま
ざまな意見があったが、年配の方が、今の若
者がどう受け止めているのか、また主体的な
ものとなっているのかについて質問された。
この点は、学生自身の問題であるとともに、
大学で教育を携わる私に対しても大きな課題
を突きつけられたような思いがした。
   　　　　　 (とくがわ・しんじ　国際法）
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ご挨拶に代えて－
　　　－新任教員の早すぎる思い出話

指宿　信

  京都に来て早速、研究会に参加する機会を得
た。会場でとある高名な刑事法の先生に「とこ
ろで指宿君は立命で"情報"をやるの、それとも
"刑訴"ですか」と質問を受けた。刑事訴訟法で
すとは答えたのだけれども、刑事法の世界です
らわたしが「情報」をやっているイメージの方
が強いことを自覚した（遅すぎ、という声もど
こかから）。
　「先生は、実際は何法なんですか」という質
問を受けることもしばしばなので、当人にとっ
ては別段いまさらというわけではない（本当を
言えば、わたしの本の後ろに書いてあるで
しょ、と答えてやりたい気分なんだが）。実際
に、最近では書くものは情報系と刑事系が半々
くらいであるので、どう認知されようとそれは
そちら次第という感じである。 　　　　　　
　　　     ＊　　　　　　　　＊　　　　　
　もっとも、わたしがコンピュータ・ネット
ワークの世界にどっぷりと浸かることになった
きっかけは、刑事訴訟法の仕事のお陰であるこ
とは強調しておいてもいいと思っている。パソ
コン通信という、インターネット普及以前のコ
ンピュータ・ネットワークの中心的環境に入っ
たのは91年のことだが、ときは丁度、日弁連や
市民レベルで司法改革の必要が説かれ始めた頃
だった。陪審制度導入（戦前に有していたの
で、復活と言うべきであるのだが）の是非をめ
ぐっての議論もかなり活発化していた折、あの
ロサンゼルス大暴動事件の契機となった、アフ
リカ系黒人ロドニー・キング氏への白人警官の
暴行を無罪とした陪審評決が出た。いわゆる
「ロドニー・キング事件」である。 　
  出版社の求めで（その経緯もひとつのドラマ
になるんだが、今回は省いておく）、この評決
に関する評論を引き受けたのだが、いかんせん
資料に乏しい。そこで、当時使っていたニフ
ティ・サーブという（今では国内最大手のプロ
バイダーとなった）パソコン通信網から、米国

のコンピュ・サーブという米国最大手のプロ
バイダーに専用線で入っていけるのを思い出
し、同社のデータベース・サービスからロサ
ンゼルスの地方紙の検索を始めた。当時はま
だ固定制などという料金システムは存在せ
ず、従量制であった。ニフティ・サーブはも
ちろん、コンピュ・サーブの利用料金も、専
用線の利用料金も、高額だったデータベース
の利用料金も従量制で課金されたため、その
支払いは原稿料の10倍くらいに膨らんだ。
  今では海外のニュースもウェッブ上で無料
だ。データベースの利用料金も随分下がって
いる。ともかく、当時お金はかかったけれど
も初めて海外のコンピュータ・ネットワーク
に接続し、情報を収集できた感激は大きかっ
た。データベースばかりではない。ニフ
ティ・サーブには、「フォーラム」という一
種の仮想会議室があって、いろんなジャン
ル、専門別に「部屋」が設けられていて、情
報交換や議論やたわいもないおしゃべりも含
めて、電子的会話が交わされている。キング
事件の英文報道中に出てきた警官の身体技の
英語の意味がよくわからず（大学で手にでき
るあらゆる辞書に当たったが載っていなかっ
た）、困った末格闘技系のフォーラムを見つ
けて質問をポストすると、あっという間に疑
問が解決した。 　
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  たった10年前のことだが、まだ「法律判例
文献情報」のＣＤ－ＲＯＭもなければ、当時
の鹿児島大学の法学科には図書館の目録デー
タベースと繋がった ＩＢＭマシンが一台だけ
所蔵されていたように記憶している。わたし
の場合、最初は1200bpsというとんでもない低
速度でワープロ専用機から米国まで繋がって
いたのだ。テキストがずらずらと並ぶ画面な
ので、インターネットしか知らない向きには
想像もできないだろうが、ブロードバンドと
か動画再生なんていうのは夢のまた夢のよう
な時代だった。新聞記事などのデータベース
ばかりではなく、雑誌論文の書誌情報も重宝
した（さらには刑事系専門の書誌情報データ
ベースまで整備されていることを知ったとき
には驚愕したが）。
　丁度同じ頃、博士論文を単行本として出版
するに先立って、法律系のフォーラムで数ヶ
月にわたって議論ができ、現実世界では不可
能とも思えるほどの濃密かつ長期にわたる知
的刺激を与えてもらった。しばしば、ネット
ワークは地方と中央の格差を埋めるとか言わ
れることがあるが、こうした息の長いヴァー
チャルなコミュニケーションは何も地方に在
住している者だけの福音ではないように感じ
た。フォーラムへの感謝の気持ちは書物の謝
辞にも記している（『刑事手続打切りの研
究』(1995)）。
　とは言っても、オンライン・コミュニケー
ションだの、データベースだのと言っても殆
どの同僚には理解されなかった。93年に移っ
てきた米丸氏だけは違っていて、インター
ネットを利用して法律関連の情報を収集する
ことの可能性について見解が一致し、その後
の法律時報での共同連載、そして『法律学の
ためのインターネット』の刊行(1996.2000)に
繋がることになった。
　他方で、9 4年にはパソコン通信からイン
ターネットへとネットワーク環境の中心を移
していたわたしは、バイナリというフォー
マットを使って画像データをネットワーク上
で交換することが可能で（まだネットスケー
プは無かったのだ！）、とりわけポルノグラ

フィの交換が盛んになっており、問題化して
いることを知る。コンピュータ・ネットワー
クが情報収集・交換のツールとして画期的な
ことは疑いないが、ばら色の未来だけではな
いことが少しずつ明らかになっていった。日
本では96年が「インターネット元年」とされ
ているので、社会的にはまださほど広がりの
ある問題ではなかった。しかし、それこそが
サイバー法の萌芽期だった。95年、シカゴ大
学にいたローレンス・レッシグ（その後、
ハーヴァード大に移り、現在スタンフォード
大。名著『CODE』の著者）が、イェール・
ロー・ジャーナルに"The Path of Cyberlaw"
という、クールな小論を寄せたのを読んで
（言うまでもなくこのタイトルは、1897年に
ホームズ判事がハーバード・ロー・レビュー
に寄せた"The Path of Law"をもじったもの
だ）、翌年、ミシガン湖から吹付ける強風の
シカゴを訪れ彼に会った。その後シカゴへ留
学し、滞米中の交流を通じて、『サイバース
ペース法』(2000)を編むことができた。
　また、コンピュータ・ネットワークへの関
心は、情報収集ツールから情報発信ツールに
も広がった。法律時報の連載を書きながら、
米国を別にすると網羅的なインデックスが存
在しないことが不満だった（まだその頃Yahoo
もLycosもなかった）。そこで、当時米国で最
も著名な法律系リストであったThe Legal List
に倣って、米国以外の法律系サイトの一覧、
The World Listを作成、95年の暮れにネット
に公開した。わたしの名前をアルファベット
で検索してヒットするのは、ほとんどがこの
リストへのリンクか紹介のためだ。アップデ
イトもやったが、個人技で持続させるのは不
可能なほどインターネットに法律系サイトが
溢れたので98年を最後に放ってある。既に秀
逸な海外の法律リンクがいくつも登場してお
り、役目は終わったと感じた。数年前、国際
会議に出席した折に司会者から、World List
は何時始めたんだっけ？ と尋ねられ、95年だ
よと答えたところ、本当に先駆的な人物だと
言われたときは少々誇らしかった。短い期間
だったが、このリストはわたしの数多く書い
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これまでとこれから
－専任教員として出発するにあたって－

國學院大學専任講師　安達光治

          はははははじじじじじ めめめめめににににに

  この４月より、立命館大学大学院を巣立ち、
東京の國學院大學法学部に専任講師として赴任
いたしました。法学部の先生方並びに法学研究
科の方々には、これまで一方ならぬご厚誼を賜
りながら、急なこととはいえ、きちんとした御
挨拶もせず東京へと発ったことを、まずお詫び
せねばなりません。あらためてこの場をお借り
しご挨拶申し上げる次第です。
  私は、修士課程入学以来６年間立命館大学で
お世話になったわけですが、人生の節目にあ
たって、これまでのことを振り返り、またこれ
からのことにも少し思いを馳せてみたいと思い
ます。
          こここここ れれれれれまままままでででででのののののこここここととととと

  私が同志社大学を卒業し、立命館大学大学院
法学研究科の門を叩いたのは、１９９６年のこ
とです。刑法を専攻に決めており、松宮先生に
ご指導頂くことになりました。大げさではな
く、松宮先生と出会わなければ、おそらく現在
の私はなかったと思います。 もっとも、刑法
学との出会いは学部時代に遡ります。私は「法
学研究会」というサークルに入り、先輩の学生
から民法や刑法の基礎を教わりました。中でも
刑法の研究会は、面白いものでした。当時の同
志社は、大谷實教授の全盛期という感じでし

て、私も講義の傍ら、大谷先生の『刑法講義総
論』を熱心に読んだものです。
サークルでの勉強や基本書を読むうちに、次第
に刑法学の持つ体系性や論理性に惹かれていき
ました。
  サークルと言えば、大学院入学以後、ともに
松宮先生の下で学ぶことになる豊田君（愛知大
学で教鞭を採られています。）や平山さん（現
在は、羨ましいことにボン大学のヤコブス教授
の下で勉強されています。）も、実はサークル
活動を通じて知り合った友人です。私のサーク
ルは、討論会と法律相談の両方を行うという無
謀かつ贅沢なサークルですが、２人とは討論会
における好敵手でした。その３人が、同じ指導
教授の下で学ぶことになるのですから、人生と
は本当に不思議なものだと今でも思います。２
人とは好敵手であり、よき友人です。
  大学院の研究では、「客観的帰属論」をテー
マとしてきました。このテーマに興味を持った
のは、学部のゼミで「因果関係」を勉強した
際、因果関係で結果の帰属のすべてを論じ尽く
す通説に納得がいかなかったことがきっかけで
す。しかし、研究を始めた当時は、すでに山中
敬一教授（関西大学）による客観的帰属論の膨
大な研究成果が発表され、また「相当因果関係

たどんな論文よりも（もちろんこのような雑
文よりも）人さまのお役に立ったように思え
る。このリストの作成を通じて得た人脈か
ら、『インターネットで外国法』(1998)が生
れた。
　そんなこと等を思い出しながら書いていた
ら紙幅が尽きてしまった。丁度、今日からシ

カゴで開かれるサイバー犯罪の会議に出席す
る。いよいよサイバー法が世界中の法律界の
メイン・トピックになりつつある。刑事法の
話しにようやく辿り着いたところでこの小文
を閉じることにしよう。（ワシントン・ダレ
ス国際空港ラウンジにて記す）
　　
       （いぶすき・まこと　刑事訴訟法）
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論の再検討」が学会で議論されるような状況
で、私のような初心の院生の出る幕などないの
では、と随分悩みました。そんなとき、「客観
的帰属論が、ドイツにおいて通説的地位を占め
るに至った経緯をもう一度検討してみたら」と
アドヴァイスして頂いたのは、やはり松宮先生
です。すでに山中教授の浩瀚な研究を目の当た
りにしていた私は、実をいうと半信半疑だった
のですが、研究を進めるうちに、従来の学界の
議論の問題点が分かってきました。それは、客
観的帰属論が、そもそもどのような問題の解決
を目指して主張され有力化したのかという、客
観的帰属論の意義が、わが国では必ずしも十分
に理解されていないということです。
　客観的帰属論の意義。これを明らかにするこ
とが、修士論文、さらには博士論文の課題とな
りました。そして幸いなことに、昨年（２００
１年）３月、拙稿「客観的帰属論の展開とその
課題」により課程博士の学位を取得しました。
この研究にあたって私には、直接ご指導頂いた
松宮先生以外に、もう一人先達がいると思いま
す。それは「被害者の自己答責性」について研
究されていた塩谷先輩（岡山大学で教鞭を採ら
れています。）です。何を隠そう、客観的帰属
論の最も大きな理論的・実践的意義は、この被
害者の自己答責性の問題を解決することにある
のです。そういう関係もあって、塩谷先輩とは
よく遅くまで、互いの研究について議論し合い
ました。今思えば、これは私にとって得難い財
産です。
　得難い財産といえば、豊田君、平山さんとい
う同門の同期生、江角君、玄君、野澤君の後輩
院生、同じ刑事法の同期生の和田君、さらには
研究会で顔を合わせた関西の刑事法専攻院生の
皆さんも同様です。彼らとは、大学院の講義だ
けでなく、「刑法読書会」の事務作業や合宿、
読書サークル「刑法輪読会」、私的な飲み会
（特に後輩３人は、私の酒飲みによく付き合っ
てくれました。）、さらには海を渡ってドイツ
でまで、楽しい時間を過ごさせてもらいまし
た。今でも時々あの頃に帰りたくなることがあ
るのですが、それだけ、彼らと過ごした時間は
かけがえないものです。

　　　　　 こここここ れれれれれ かかかかかららららら のののののこここここ ととととと

　現在、私は刑法各論と演習の計４コマの授業
を担当しております。こちらの学生は、講義に
は比較的真面目に出席しますが、立命館の学生
と比べるとやや控えめな感じがします。講義で
は「出来る限り最新の学説・判例の状況を出来
る限り分かり易く」モットーにしています。
もっとも、「言うは易く行うは難し」で、結
局、学生にはかえって分かりにくい講義になっ
ていないか心配ですが・・　学生がおとなしい
のに甘えてはいけないと自戒する毎日です。研
究面では、客観的帰属論に関する研究を、完成
に向けてさらに進めていかねばなりません。こ
れについては、共犯の限定性の問題に関する論
稿を早く出さねばならないのですが（拙稿・立
命館法学273号150頁参照）、それに加えて、
最近では自招侵害と正当防衛・緊急避難の可否
の問題に関心を持っております。幸いなこと
に、國學院大學法学部は今年で40周年を迎え、
論文掲載の機会も多いようですから、頑張って
少しでも多くの研究成果を公表していければと
思います。また、これからロースクール時代を
迎え、大学教員に要求される資質も少しずつ変
わっていくのではないかと思われます。先行き
なお不透明な部分もありますが、来るべき時代
における教育・研究の分野で微力ながら貢献出
来ることがあれば、私にとっては望外の幸せで
す。
          おおおおおわわわわわりりりりり ににににに

　いささか感傷じみた回想とやや大げさな抱負
を述べたわけですが、当然ながら、私がここま
で来られたのは、先にご紹介した方々をはじ
め、先生方のご指導のおかげです。直接ご指導
頂いた松宮先生には、そのご恩に対して適切な
感謝の言葉も見つからないほどです。生田先生
には、私の研究に対し、常に暖かいご配慮を賜
りました。講義でご指導頂いたのは研究生の間
の短い期間でしたが、よく研究会の帰りなど
に、先生と学問研究に関してお話が出来たこと
は得難い思い出です。久岡先生には、学問はも
ちろん、「酒」の面でも大変お世話になりまし
た。飲みながら頂戴した先生のご指摘のおかげ
で、研究の道が開けたのは一度や二度ではあり
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ません。上田先生には、研究を進めていく上で
貴重なアドヴァイスを得ることが出来ました。
中村先生からは、私にとって疎かったフランス
という世界を教わりました。葛野先生には特
に、研究生という苦しい時期に大変お世話にな
りました。また、学部時代にゼミでご指導頂い
た同志社大学の大谷實先生、出来の悪かった私
を一応ドイツ語が読めるまでに育てて下さった
上田健二先生にも、感謝申し上げねばなりませ

ん。最後に、刑事訴訟法の講義や研究会でお世
話になった井戸田先生には、虚心坦懐に研究対
象に向かう姿勢の重要さを教えて頂きました。
　怠惰で、研究の進捗状況が芳しくなかった私
を暖かく見守り、懇切かつ時には厳しくご指導
下さった先生方に、あらためて厚くお礼申し上
げます。先生方の教えを糧とし、これまでのご
恩に報いるべく、今後は新たな職場で研究・教
育に力を尽くしていきたいと思います。
               （あだち・こうじ　刑法）

 法学部定例研究会：法政研究会・公法研究会／民事法研究会／政治学研究会・
　　　　　　　　　　　　刑事法研究会
 学術研究プロジェクト：人文科学研究所／国際言語文化研究所／
　　　　　　　　国際地域研究所／衣笠綜合研究機構

法法法法法学学学学学部部部部部関関関関関連連連連連ののののの主主主主主ななななな 学学学学学術術術術術交交交交交流流流流流・・・・・ 研研研研研究究究究究活活活活活動動動動動（（（（（ 2 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 2 年年年年年44444 月 ～ ）月 ～ ）月 ～ ）月 ～ ）月 ～ ）

  　02年4月4日　 国際学術交流研究会：崔達坤氏「北朝鮮家族法における家族の強化
　　　　　　　　  ―ロシア法および中国法との比較を通じて―」コメンテーター　樋爪誠氏
 　 02年5月1日　 民事法研究会：工藤祐巌氏、小山泰史氏、藤本利一氏「担保・執行法制の
              　 見直しに関する要綱中間試案について」
  　02年5月11日　立命館土曜講座：中谷猛氏「ナショナル・アイデンティティと日本の将来
             　　―『ナショナルなもの』とは何か－」
  　02年5月17日　政治学研究会：中谷義和氏「『草創期のアメリカ政治学』を書き終えて
  　02年5月18日　立命館土曜講座：川上勉氏「ドイツ占領下フランスのナショナル・
               　アイデンティティ」
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